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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年９月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月２４日（月） １８時２０分ごろ 

発生場所 徳島県徳島小松島港徳島区の新町川 

 徳島県徳島市所在の徳島津田
つ だ

外防波堤東灯台から真方位２９１°３,００

０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０３.４′ 東経１３４°３４.７′） 

事故調査の経過 平成２３年１１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 海遊人
かいゆうじん

、５トン未満 

２７０－３６２７１徳島、個人所有 

６.８０ｍ（Lr）×２.５６ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０２.９７kＷ、平成３年５月 

Ｂ モーターボート ゆーとぴあⅡ
ツー

、５トン未満 

   ２８０－１６８６６徳島、個人所有 

５.９７ｍ（Lr）×２.１３ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、５８.８０kＷ、昭和５８年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

    二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年９月２９日 

    免許証交付日 平成１９年８月１６日 

           （平成２４年９月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

    一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年４月１０日 

    免許証交付日 平成２１年６月１１日 

           （平成２６年７月２６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部に破口、操舵室の窓ガラス及びオーニングが破損、マスト

の灯器が破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、白色全周灯及び両舷灯を点灯し、徳

島小松島港徳島区の園
その

瀬
せ

川の河口付近でＡ船を漂泊させ、約５分間、スズ

キのルアー釣りを試したが、釣果がなかったので帰航することにした。 

船長Ａは、沖
おき

洲
す

川左岸の係留場所（以下「係留場所Ａ」という。）の手
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前（下流側）に架かる沖洲大橋の桁下高さが低いことから、いつもは沖洲

大橋下流側の沖洲川河口付近において操舵室上部の起倒式のマストを倒

し、同橋下を通過していたが、園瀬川の河口でマストを倒しておこうと思

い立ち、操舵室上部の起倒式マストを前方に約９０°倒した。 

船長Ａは、マスト頂部の点灯した白色全周灯が操舵室前面の窓越しに視

認でき、周囲からＡ船の存在が分かるように操舵室前面下部の作業灯２個

及び操舵室上部の作業灯１個を点灯したことから、操舵室の前方が明るく

なって前方が視認しづらい状態となったが、白色全周灯は、法定の灯火で

あるので消灯してはいけないと思い、白色全周灯を点灯したままにしてい

た。 

船長Ａは、マストを倒していたとき、前方の新町川に小型船の黄色のよ

うな小さな灯火を視認したが、両色灯を視認することができなかったの

で、沖に出ていく船だと思い、右舷側にある操縦席に腰を掛けて発進し、

約１０.０ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）の速力で手動操舵により係

留場所Ａに向かった。 

船長Ａは、園瀬川の河口から新町川に入った頃、左転して沖洲大橋の中

央部に向ける約０１６°（真方位、以下同じ。）の針路として間もなく、平

成２３年１０月２４日１８時２０分ごろ、徳島津田外防波堤東灯台から２

９１°３,０００ｍ付近の新町川において、衝撃を受けて操舵室の窓ガラス

が破損するなどしたので停止し、白色全周灯を消灯して周囲を確認したと

ころ、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ｂ」とい

う。）を乗せ、１７時３０分ごろまで徳島小松島港徳島区東方沖のオ亀磯及

び間
あい

ノ瀬付近で釣りを行ったのち、新町川上流の係留場所に向けて帰航し

た。 

船長Ｂは、操舵室の右舷側で椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、同乗

者Ｂが同室左舷側で椅子に腰を掛け、白色全周灯及び両色灯を点灯し、徳

島小松島港徳島区の津田外防波堤の北方を通過して新町川の河口に向か

い、１８時１４分～１５分ごろ、徳島沖の洲導流堤灯台の南方約５０ｍを

通過したとき、同川に架かる末広大橋橋梁灯（中央灯）に向ける約２９

５°の針路とし、新町川を時速約２０km（約１０.８kn）の速力で航行し

た。 

船長Ｂは、約１０年前、新町川を夜間に航行中、流木に衝突して船外機

を損傷したことがあり、また、これまで左舷側の園瀬川方向から出航して

新町川を横断する船に出会ったことがなかったので、園瀬川の方向は確認

せずに浮流物を探すため、前方の海面を注意深く見ながら航行した。 

Ｂ船は、西北西進中、１８時２０分ごろ、Ｂ船の左舷中央部（操舵室前

部付近）とＡ船の船首部とが衝突した。 

両船は、自力航行して付近の護岸まで移動し、負傷の程度や損傷状況を

確認したのち、船長Ａが、海上保安庁に事故の発生を通報した。 

同乗者Ｂは、病院に向かい、頸椎捻挫と診断された。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

日没時刻：１７時１８分 
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その他の事項 本事故は、沖洲川及び園瀬川が新町川に合流する場所付近において発生

した。 

船長Ａは、平成１１年ごろから小型船舶を所有するようになり、平成２

０年３月から本船に乗船して遊漁船業を営むようになったので、本事故発

生場所付近は頻繁に航行していたが、夜間に航行するのは久しぶりであっ

た。 

Ａ船は、白色全周灯及び両色灯を省電力で明るいＬＥＤ灯に交換してい

た。 

Ａ船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

船長Ｂは、約４０年前から小型船舶に乗船するようになり、Ｂ船には、

約１５～１６年前から乗船し、月に約３～４回釣りに出掛けており、その

都度新町川を航行していた。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、釣りをしている間は救命胴衣を着用していた

が、帰航中は操舵室内にいたので脱いでいた。 

Ｂ船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、徳島小松島港徳島区を係留場所Ａに向

けて東北東進中、船長Ａが、点灯中の白色全周灯

が装備されているマストを船橋前方に倒し、その

灯光が見え、また、点灯した作業灯により、操舵

室の前方が明るくなり、船首方向を視認すること

が困難な状態とし、見張りを適切に行っていなか

ったことから、前路を左方に横切るＢ船に気付か

ずに左転してＢ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、徳島小松島港徳島区を西北西進中、船

長Ｂが、浮流物を探すために前方の海面に注意を

向け、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、徳島港内において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が西北西

進中、両船船長が見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・一方向に見張りを集中することなく、周囲の適切な見張りを行うこ

と。 

・航行中は、船橋前面に明るい灯火を点灯しないこと。 

 




